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株式会社

増改築・リフォームなど
住まいのことならお気軽にご相談ください

リフォーム工事

〒969-0102  福島県西白河郡泉崎村大字関和久字十郎兵衛44
TEL.0248-53-3328　FAX.0248-53-4212

http://design-nasu-shirakawa.co.jp/

リノベーション工事 外構工事

河島工務店
古民家再生工事

１　試験職種及び採用予定人員

２　趣旨及び受験資格
　　　本試験は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行い、希望する就職ができないなど、様々な課題に直面している就職氷河期世

代を対象とした採用試験です。昭和５１年４月２日から昭和６１年４月１日までに生まれた者。（学歴は問いません。）また、地
方自治行政の観点から、泉崎村に定住して勤務することができる者。

　　　ただし、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。
　　（１）日本の国籍を有しない者
　　（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることができなくなるまでの者
　　（３）本村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
　　（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し、又はこれに加入した者
３　試験の方法
　　　社会人基礎試験【就職氷河期世代】で次により行います。　※職務基礎力試験は、公務に必要な基礎的な知的能力を見る内容です。
　　（１）第１次試験
　　　　　①職務基礎力試験（９０分）
　　　　　　公務に必要な基礎的な知的能力について、四肢択一式による筆記試験を行います。
　　　　　・出題分野及び出題数
　　　　　　社会的関心と理解２５問、言語的な能力２５問、理論的な思考力２５問　計７５題
　　　　　②職務適応性検査（２０分）
　　　　　　社会人の職務、職場の適応性（職場への対応、人間関係等）の観点等　計１５０題
　　（２）第２次試験
　　　　　第１次試験合格者に対して、主として人物について個別面接及び作文による試験を行います。
４　資格調査
　　　第１次試験合格者について、受験資格があるかどうか、試験申込書に記載されていることが正しいかどうかについて調査します。
５　試験の期日、場所及び発表

令和４年度泉崎村職員（就職氷河期世代対象）採用候補者試験  受験者募集 問総務係　☎５３・２１１１

試 験 職 種 一般行政
採用予定人員 若 干 名

区　分 期　日 時　　　　　間 試 験 場 発　表
一　般　行　政 令和３年１２月中旬に泉

崎村役場掲示板に合格者
を掲示するほか合格者に
通知します。

第１次試験 令和３年
１１月２７日（土）

・受　　付　　　　９：00～９：30
①職務基礎力試験　10：00～11：30
②職務適応性検査　11：40～12：00

泉崎村役場
泉崎村大字泉崎
字八丸 145

第２次試験 第１次試験合格者のみに別途通知します。
６　合格者の採用
　　（１）合格者は採用候補者名簿に登載され、成績順に村長が採用する者を決定します。
　　　　　この採用候補者名簿の有効期間は原則として１年間です。
　　（２）初任給は、本村の給料表によるが、この他扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当などが支給要

件に応じて支給されます。
７　受験手続及び受付期間
　　（１）申込用紙及び自己紹介書（別紙）の請求
　　　　　申込用紙は、役場総務課総務係で交付します。
　　　　　郵便により申込書を請求する場合は、封筒の表に赤で「職員採用試験申込用紙請求」と書いて、１２０円切手を貼った宛

先明記の返信用封筒（角型２号）を必ず同封してください。
　　（２）申込の方法
　　　　①申込用紙及び自己紹介書（別紙）に必要事項を記入して、役場総務課総務係に提出してください。
　　　　　申込書を郵送する場合は、８４円切手を貼った自分宛の封筒を同封し、その表に赤で「職員採用試験申込」と書いて、必

ず簡易書留にて送付ください。
　　　　②受験票を受領したときは、最近６ヶ月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６㎝×横４．５㎝）１枚を写真

欄に貼って受験当日に必ず持参してください。（受験票がない場合、又は受験票に写真が貼っていない場合は、受験できません。）
　　（３）受付期間
　　　　　令和３年１０月１日（金）から同１０月２２日（金）まで（８：30 ～ 17：15）
　　　　　郵便による申込書提出の場合は、１０月１９日（火）までの消印のあるものに限り受付けます。
※この試験に関し不明な点は、役場総務課総務係（TEL0248-53-2111）に問い合わせください。郵便で問い合わせる場合は、８４円

切手を貼った宛先明記の返信用封筒を必ず同封してください。
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マイナポイントの申込はお済みですか？ 問企画財政係　☎５３・２４０９

マイナポイントの期間が延長されました！
　令和３年４月末までに、マイナンバーカードを申請された方は、
　令和３年１２月末まで上限５,０００円相当のマイナポイントがもらえます！
　マイナポイントを利用するためには、マイナンバーカードの取得とマイナポイントの
予約・申込が必要です。村では、マイナポイント予約・申込のサポートを行っています。

≪マイナポイント予約・申込サポート窓口≫
　受付時間：８：３０～１８：００（原則土日祝を除く）
　場　　所：村役場　担当窓口
　持 ち 物：マイナンバーカード、各種決済サービスのログイン情報（Ｉ

Ｄ・パスワード等）
※予算の上限に達した場合、予約を締切る場合があります。
※マイナポイント予約・申込は市町村に加え、スマホアプリの利用の他、

郵便局、コンビニ、携帯キャリアショップ等でも行うことができます。
※詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
ＵＲＬ: https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/promotion/

≪こちらでもマイナポイントの手続きができます≫

スマートフォン用
のアプリで予約・
申込ができます！

アプリダウンロード
マイナポイントアプリ マイナポイント手続スポット

対応機種

↑このアイコンが目印！

手続スポット検索（iPhone） （Android）

↑このステッカーが目印！

対応するスマートフォンやパソコン・ICカードリー
ダーをお持ちでない方は、市区町村窓口や郵便局、
コンビニ、携帯ショップなどのマイナポイント手続ス
ポットで予約・申込ができます。

　令和３年５月からマイナンバーカードを利用して、住民票や印鑑登録証明書、戸籍謄本などが全国のコンビニエンスス
トアで取得できるようになりました。夜間などご自分の都合に合わせて証明書が取得でき、対面での申請が不要となるため、
感染症対策にも繋がります。是非ご活用ください。

マイナンバーカードによる証明書コンビニ交付を行っています 問住民係　☎５３・２１１２

◆取得できる証明書（発行手数料）
　・住民票の写し謄抄本（２００円）　・印鑑登録証明書（２００円）
　・所得（課税）証明書（２００円）　　・戸籍全部（個人）事項証明書（４５０円）
　・戸籍の附票の写し（２００円）
◆取得方法
　店舗に設置されているマルチコピー機で、取得できます。
　①行政サービスから証明書交付サービスを選択
　②マイナンバーカードをセットし、４桁の暗証番号を入力
　③必要な証明書と部数を選択
　④お金を入れてプリント開始を押す

◆利用できるコンビニエンスストア
　・セブンイレブン
　・ローソン
　・ファミリーマート
　・ミニストップ

◆利用可能時間
　・午前６時３０分～午後１１時まで
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